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(ブロック体でご記入ください)
申請日：西暦         年     月     日
	会員番号：

	名前：（ローマ字でご記入ください）
	ご署名（パスポートと同一）：

	2011年1月1日より、グリーンカード会員様がマイルもしくはアップグレード特典証書をエバーグリーンクラブサービスセンターもしくは発券カウンターで譲渡/返却申請される場合、処理毎に3,000マイルが必要になります。マイルは申請された会員様より差し引かせていただきます。

	No.1
	□　自分のマイルを使用する。　　もしくは

□　会員番号　　　　　　　　　　　　　より譲渡されたマイルを使用する。

	No.2
	□　自分のマイルを使用する。　　もしくは

□　会員番号　　　　　　　　　　　　　より譲渡されたマイルを使用する。


□ 下記会員に譲渡します   □ 下記会員より返却を行ないます  (希望の処理に☑を入れてください)
	No.
	会員番号
	名前（ローマ字）
	マイル数もしくはアップグレード特典証書数

	1
	
	
	マイル / 証書数

	2
	
	
	マイル / 証書数


ご注意：
1. 譲渡者と受取人はマイルやアップグレード特典証書の譲渡に関して同意されている必要がございます。譲渡されるマイルや電子アップグレード特典証書は有効期限が一番短い物が譲渡されます。譲渡されたマイル等の有効期間は、元の有効期間と同じです。
2. マイルを、他のエバーグリーンクラブ会員に譲渡することができますが、この譲渡されたマイルは、譲渡を受けた会員自身のマイル、あるいは別の第三者から譲渡されたマイルと合算して使用することはできません。
3. マイルや電子アップグレード特典証書は元の譲渡者のみに返却できます。第三者への再譲渡は出来ません。
4. 譲渡者は、必ずパスポートのコピーを添えて申請してください。（受取人はエバーグリーンクラブの会員様のみとなります。）申請者が2～12歳の場合、保護者の方のご署名と保護者の方のパスポートのコピーも添えて申請してください。パスポートの添付が無い場合は、登録処理が行なえませんので予めご了承ください。
5. 1年間にグリーン、シルバー、ゴールド会員様は最大6名様、ダイヤモンド会員様は最大9名様の受取人登録が可能です。
6. 当社は、下記のAやBの行為を行った全ての会員資格を直ちに喪失させ、保有するすべてのマイルや電子アップグレード特典証書を無効にする権利を有します。
(A)エバーグリーンクラブ会員はインターネット、新聞、雑誌や同等の手段を用いてマイルや電子アップグレード特典証書を販売、交換、贈与、リース、ローン、譲渡、寄託しないことを同意します。
	処理日
	処理者
	Process Number

	
	
	


(B)エバーグリーンクラブ会員はインターネット、新聞、雑誌や同等の手段を用いてマイルや電子アップグレード特典証書を販売、交換、贈与、リース、ローン、譲渡、寄託する情報を広めないことを同意します。
[image: image1.jpg]
社内使用欄





Form No. SF-0002J








	ご記入後、エバーグリーンクラブ　サービスセンターまでファクスまたはご郵送をお願いいたします。
〒108-0074東京都港区高輪2-15-13エバーグリーンビル1階
エバー航空　エバーグリーンクラブ　サービスセンター
TEL: 0120-031-885 / 03-5798-2811 FAX: 03-5798-0511



